
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例（抜粋）

令和2年3月24日条例第24号

インターネットやコンピュータゲームの過剰
な利用は，子どもの学力や体力の低下のみなら
ずひきこもりや睡眠障害，視力障害などの身体
的な問題まで引き起こすことなどが指摘されて
おり，世界保健機関において「ゲーム障害」が
正式に疾病と認定されたように，今や，国内外
で大きな社会問題となっている。とりわけ，射
幸性が高いオンラインゲームには終わりがな
く，大人よりも理性をつかさどる脳の働きが弱
い子どもが依存状態になると，大人の薬物依存
と同様に抜け出すことが困難になることが指摘
されている。 

その対策としては，国において，他の依存症対
策と同様に，法整備の検討や医療提供体制の充
実などの対策を早急に講ずる必要があるが，県
においても，適切な医療等を提供できる人材な
どを育成するため，研修体制の構築や専門家の
派遣等の支援に取り組むことが求められてい
る。 

加えて，子どものネット・ゲーム依存症対策に
おいては，親子の信頼関係が形成される乳幼児
期のみならず，子ども時代が愛情豊かに見守ら
れることで，愛着が安定し，子どもの安心感や
自己肯定感を高めることが重要であるととも
に，社会全体で子どもがその成長段階において
何事にも積極的にチャレンジし，活動の範囲を
広げていけるようにネット・ゲーム依存症対策
に取り組んでいかなければならない。 

Web資料 第２編 法の意義と役割 （p.65）

  ここに，本県の子どもたちをはじめ，県民を
ネット・ゲーム依存症から守るための対策を総
合的に推進するため，この条例を制定する。
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